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11．過去の主な災害事故事例 

発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要 事 故 原 因 対 策 等

昭和 46 年 7 月 2 日 
17 時 40 分頃 

（仙台地区）

東北石油㈱仙台製油所

集中合理化装置

常圧蒸留部門

17 時 35 分頃，計装関係電気が突然停電したため，全装置を緊急 
停止し，点検作業中のところ，17 時 40 分頃，常圧蒸留塔の過熱蒸 
気吸入部の逆止弁が作業不良のため，塔底油が逆流して空気に触

れて着火した。

17 時 53 分，バルブを閉じ鎮火。 
煙道の一部，スチーム排出口及びサイレンサーの一部焼損

逆上弁の作業不良
過熱蒸気吸入配管に

緊急用停止弁を設置

昭和 46 年 9 月 11 日 
～13 日 

（仙台地区）

東北石油㈱仙台製油所

東北電力㈱新仙台火力

発電所

  臨 海 部

台風 26 号の高波により 
(1) 東北石油(株)
イ 護岸欠壊 250m, 通路欠壊 250m, 同破損 200m
ロ 原油桟橋 パイプ破損変形，変圧器外電気設備流出

ハ 消火設備 配管等の変形流出

二 出荷桟橋 ローデングアーム 3 基破損

(2) 東北電力㈱

イ 共同荷揚場 50m 欠壊

ロ 敷地浸触 300 ㎡

ハ 海水取水口 砂打ち上げにより取水不能

台風 28 号 高波 防波堤完成

昭和 46 年 11 月 2 日 
12 時 0 分頃 

(仙台地区) 
東北電力㈱新仙台火力

発電所

第 1 号機用タービン 

第 1 号機運転中，タービンの頭部にある制御油圧計測用バルブ 
のナット亀裂部から漏油し，下階の蒸気管(高温)に触れ引火し 
た。

主ガバナー，補助ガバナー，計器類焼失

ナットの材質不良と

締め過ぎ

ナット接続部を溶接

及び受皿の設置

昭和 47 年 7 月 17 日 
(塩釜地区) 

共同石油㈱仙台油槽所

屋外タンク貯蔵所

屋外タンクを空にして修理中，残ガスに引火爆発した。タンク

屋根板と側板上部の一部破損変形，軽傷 2 名。 残ガスへの引火 ガス検知の実施

昭和 47 年 11 月 23 日 
6 時 40 分頃 

(仙台地区) 
東北石油㈱仙台製油所

 T―206 

屋根タンク貯蔵所(T―206 浮屋根式 11,200 ㎘)ランダ中の重質 
ナフサがオーバーフロー(約 10 ㎘)した。

堰板破損

レベル計警報回路の

誤配線

各警報設備等の再点

検と日常点検の強化

配線の修理

昭和 48 年 4 月 17 日 
8 時 02 分 

(仙台地区) 
東北電力㈱新仙台火力

発電所

第 1 号機用高圧ポンプ 

ボイラーに送油する高圧重油ポンプより漏油し，引火した。

高圧ポンプ 1 基，制御関係設備一部焼損 

高圧ポンプの再循環

量不足により過熱

し，O リング破損し 
たため漏油した。

ポンプの分解修理，

制御方法の変更及び

防油堤の嵩上げ。

昭和 49 年 3 月 31 日 
14 時 33 分頃 

(仙台地区) 
藤 沢 製 鋼 ㈱

建 設 現 場

クーリングタワー建設現場付近より出火

クーリングタワーの一部及び残材焼失

溶接の火花が建材に

落下
防災シートの使用
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要 事 故 原 因 対 策 等

昭和 49 年 7 月 10 日 
14 時 45 分頃 

(仙台地区) 
東北石油㈱仙台製油所

集中合理化装置

 接触改質部門

熱交換器フランジ部より熱ガスが漏れ出火した。

保温用鉄板焼損，石油ガス 25ＮＭ 焼失 

フランジ締付部のボ

ルトのゆるみ(材質

不良？)

急激な温度変化を防

ぐため，フランジ部

にカバー取り付け

(材質検査中) 

昭和 49 年 9 月 11 日 
(塩釜地区) 

エッソスタンダード石

油㈱塩釜油槽所

鉄道タンカ車積込用端末バルブの機能不良により，ガソリン

1.2 ㎘流出 バルブの機能不良 修理

昭和 51 年 4 月 10 日 
3 時 20 分頃 

(仙台地区) 
東北石油㈱仙台製油所

フレアースタック周辺

フレアースタックの頂部より火の粉(カーボンの塊り又は硫化

鉄等の鉄サビと思われる。)が飛散し，付近の芝生 0.4 アール焼失

電気系統のトラブル

により改質部門の安

全弁が作動し，多量

のガスがフレアーに

流れた。

フレアースタック内

部の清掃

昭和 51 年 7 月 22 日 
3 時 20 分頃 

(仙台地区) 
東北石油㈱仙台製油所

常圧蒸留部門

スタビライザーの付属設備リフラックスドラムの鏡板に亀裂

(内面 72 ㎜,外面 80 ㎜)が生じてガスが漏れた。

硫化水素による応力

腐 食 割 れ と 思 わ れ

る。(材質不良？) 

鏡板の材質を変更

し，ドラム内部をエ

ボキシ樹脂でコー

ティングした。

昭和 52 年 2 月 15 日 
14時 40分 

(仙台地区) 
東北石油㈱仙台製油所

構内工業用水池脇の芝

生約 15 ㎡ 

芝  生 15 ㎡焼失 

重油脱硫装置のコン

プレッサーの切替え

操作を行っており，

この際フレーヤーへ

逃げていたオフガス

系統のガス圧が変動

したその影響でフレ

ヤー内に生成されて

いたスケールが落下

し，芝生を焼失し

た。

1) フレーヤー廻り

の芝生の除去

2) オフガスの圧力

変動が予想される

際の充分なる注意

による操作

昭和 52 年 7 月 4 日 
14 時 40 分頃 

(塩釜地区) 
富士運輸倉庫㈱

ＬＰガス 1,000ｔ球形貯槽の開放検査を行うため，貯槽に接続 
されている配管の停止弁を取り外したところフランジから液が噴

出し，作業員 4 名が凍傷を負ったもの。 

配管内の残液確認を

十分行わないまま

に，弁をはずしたた

め噴出したもの。

修理・清掃時のマ

ニュアルの確立

昭和 52 年 10 月 4 日 
10 時 35 分 

(塩釜地区) 
共同石油㈱

塩釜油槽所

軽油積込中のタンク車に軌道のポイント誤操作により突放され

た他のタンク車が衝突，ドロップパイプを折損し，軽油 250ℓを流 
出

1) タンク車積込作

業中の表示を大き

く見易くする。

2) 不測の事故発生

に備えて緊急閉止

装置等を設置
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

昭和 53 年 6 月 12 日 
17 時 14 分 

(塩釜地区) 
大協石油㈱ 

      塩釜油槽所 
 

屋外タンク(2,000 ㎘)の底板，側板及び屋根部が変形し，異常 
沈下したもの。 

1978 年宮城県沖地震

による。 

事故発生後，当該屋 
外タンクからタン 
カー船への油の抜取

作業実施する。 

〃 〃 屋内貯蔵所に積んであった 20ℓ詰潤滑油が荷くずれを起こし缶 
が破損し床面に漏油したもの。(7 缶) 〃 

事故発生後，床面に 
乾燥砂をまき油を吸

収させ処理 

〃 
(塩釜地区) 

日本石油㈱ 
     塩釜油槽所 

同    上 (280 缶)     〃 〃 

〃 
(塩釜地区) 

エッソ・スタンダード 
石油㈱  塩釜油槽所 

同    上 (21 缶) 〃 〃 

〃 (塩釜地区) 
富士運輸倉庫㈱ 同    上 (47 缶) 〃 〃 

〃 〃 屋外タンク(2000 ㎘)の底板と基礎を固定するアンカーボルト 
12 本中 9 本がはずれる，さらに側板上部波状がゆがむ。 〃 

事故発生後，別屋外 
タンクへ油の抜取作

業実施。 

〃 
(塩釜地区) 
モービル石油㈱ 

      塩釜油槽所 

屋内貯蔵所に積んであった 20ℓ潤滑油が荷くずれを起こし缶が 
破損し漏油した。(11 缶) 〃 

事故後床面に砂をま

き，油を吸収させ処

理。 

〃 
(塩釜地区) 
共同石油㈱ 

      塩釜油槽所 
同    上 〃 〃 

〃 
(塩釜地区) 
丸善流通サービス㈱ 

塩釜油槽所 
屋外タンク貯蔵所が異常沈下した。(3 基)     〃 基礎改修 

昭和 53 年 6 月 12 日 
        17 時 15 分 

(仙台地区) 
東北電力㈱ 

   新仙台火力発電所 
発電用ボイラーの水チューブ破損 〃 〃 

昭和 53 年 6 月 12 日 
17時 15分 

(仙台地区) 
東北石油㈱ 

      仙台製油所 

3 基のタンク(Ｔ－217，218，224)が破損し，当時これらのタ 
ンクに貯蔵されていた合計約 68,100 ㎘の危険物が，タンクの周囲 
に設けられている防油堤を越え，又は防油堤下の地盤を洗掘して 
流出し，構内道路等を流れて同製油所構内に拡散した。これらの 
流出油は，雨水排水溝に流入し，ガードベースンに至り，一部が 
海上に流出した。その海上に流出した量は約 2,900 ㎘～約 5,000 ㎘ 
と推定される。 

1978 年宮城県沖地震 
による。 
◎被害をうけた施設 
 ①製造所       2 
  ②一般取扱所  1 
  ③屋外タンク貯蔵 
  所     38 

1) 消防庁危険物技

術基準委員会によ

るタンク破損原因

調査が実施される 
2) 防災訓練の実施 
3) 資機材の整備 
4) 緊急遮断弁の設 
置 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

昭和 53 年 9 月 24 日 
     14 時 31 分 

(仙台地区) 
東北石油㈱ 

     仙台製油所 

屋外タンク側板をタンクの内側からアセチレンバーナーで溶断 
中座屈部分に残っていたタンク保温材のウレタンフォームに着火 
した。 

1978 年宮城県沖地震

で破損した屋外貯蔵 
タンクの解体作業に 
伴うもの。 

 

昭和 53 年 11 月 10 日 
10時 15分 

(塩釜地区) 
富士運輸倉庫㈱ 

ゴールドガソリン荷上げ作業終了し，桟橋のバルブを閉めた。 
その後，タンクの空気抜弁より空気と共にガソリンが噴き出し， 
防油堤内に漏れた。 

タンクの空気抜装置 
の欠陥により，空気 
抜弁から噴出したも

の。 

危険物保安技術協会

より指導をうけて， 
改善済 

昭和 54 年 5 月 1 日 
14 時 15 分 

(塩釜地区) 
丸善流通サービス㈱ 

塩釜油槽所 

ＬＰＧ専用タンク車にプロパンを充填中充填物荷重により，タ 
ンク車が移動したため，ローディングアーム先端ジョイント部が 
離脱し，同アームの離脱時約 10～15 秒の間にプロパンガスと液が 
噴出したもの。(プロパンガス 45 ㎏) 

ＬＰガスを充填中， 
充填物荷重によりタ 
ンク車が移動したも

の。 

車輪止めをする。 

昭和 54 年 12 月 17 日 
13時 31分 

(仙台地区) 
東北石油㈱ 
     仙台製油所 

屋外タンクの孔食の肉盛り溶接をしていたところ，火災・爆発 
がおこったもの。 

溶接によりタンク内 
面に熱がかかり，内 
面に付着していた重 
油からベーパーが発 
生し，部分的に燃焼 
範囲の濃度となり， 
火災・爆発がおこっ 
たものと思われる。 

(詳細は調査中) 

 

昭和 55 年 9 月 12 日 
11 時 30 分 

(塩釜地区) 
共同石油㈱ 

      塩釜油槽所 

ガソリンを積込み中のタンク車に，入替中のタンク車(空タン 
ク)が積込作業中の確認をせず連結しようとしたため，衝突と同 
時に荷役中のタンク車が約 1ｍ押し出されてドロップパイプが折 
損，折損部より油が流出したもの。 

従業員の不注意 従業員の保安教育 

昭和 55 年 10 月 4 日 
     15 時 51 分 

(塩釜地区) 
シェル石油㈱ 
     塩釜油槽所 

移送取扱所より船舶へＡ重油を積込み中，パイプを締め忘れた 
ため，タンクエアー抜き配管より溢れ出したもの。 従業員の不注意 従業員の保安教育 

昭和 58 年 2 月 2 日 
9 時 30 分 

(塩釜地区) 
出光興産㈱ 

塩釜油槽所 

液化石油ガスを貯蔵する球形タンクを定期検査中，タンク底部 
に設置してある温度計の比較検査を行うため保護管のフランシボ 
ルトを 1 本緩めたところ，液体石油ガスが噴出したもの。 

当該温度計の測定は 
ボルトを取外して行 
うのではなく別に設 
置してある温度計と 
比較検査するだけで 
あり，係る事故は， 
点検要領の認識不足 
による。 

従業員の保安教育保

安管理対策の強化 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

昭和 58 年 4 月 6 日 
18 時 23 分 

(仙台地区) 
東北石油㈱ 

      仙台製油所 

重油間接脱硫装置の減圧蒸留塔から留生したカットバック油を 
Ａ，Ｂ二つのポンプで減圧蒸留塔又は，屋外タンクに循環させて 
いるが，Ａポンプを使用中はＢポンプは予備ポンプとして運転し 
ていた。この運転していないＢポンプの吐出管のエルボが破裂し 
ていてカットバック油が流出し，発火した。 

Ｂポンプ吐出側管の 
逆上弁と開閥との間 
で静止状態にあった 
油が暖気運転中液封 
状態に至ったことで， 
Ａポンプ配管からの 
電熱により油が膨張 
し，管のエネルギー 
が内圧によって破裂 
した。 

配管内に液封状態を

生じさせないため， 
逆上弁に子孔を設け

るとともに開閉弁を

微開にしておく。 

昭和 58 年 9 月 6 日 
9 時 40 分 

(塩釜地区) 
エッソ石油㈱ 

塩釜油槽所 

灯油を積込み中の移動タンク貯蔵所で，作業員が油温を測定す 
るためタンクに油温測定用の容器を投入直後爆発したもの。 静電気のスパーク 

注入中のサンプリン

グの禁止及び液面測

定の禁止 

昭和 59 年 5 月 17 日 
7 時 36 分 

(塩釜地区) 
エッソ石油㈱ 

塩釜油槽所 

ガソリンの積込みを終了した移動タンク貯蔵所で，ドロップ 
チューブを引き上げようとしたとき爆発したもの。 不   明 

ガソリンと他の油と 
のスイッチローディ

オの際の積込みは充

分注意すること。 

昭和 60 年 6 月 22 日 
16 時 40 分 

(塩釜地区) 
昭和シェル石油㈱ 

      塩釜油槽所 

重油用受入配管の仕切弁に亀裂が生じ，重油が漏洩しその一部 
が油分離とコンクリート床の接合部から海上に流出したもの。 

配管の劣化と油分離 
槽の施行不備 

施設の点検を励行す

ること。 

昭和 60 年 6 月 25 日 
      5 時 30 分 

(仙台地区) 
日鋼建材工業㈱ 

      仙台製造所 

鋼管製造工程で，鋼管に防錆油(第四類第３石油類)を静電気 
塗装中に防錆油が発火したもの。 不   明 

塗装ブース内壁に付

着している塗料及び

スタッジ等の除去を

徹底すること。 

昭和 60 年 8 月 18 日 
(仙台地区) 
㈱吾嬬製鋼所 

      仙台製造所 

送油管に新しい弁を取り付ける際，配管内の残油を抜くために 
開けた弁を閉じずに送油したため，漏油し排水の接合部から海上 
へ流出したもの。 

油抜きをした弁を完 
全に締めなかった。 
排水の施行不備。 

通油前の点検と施設

の点検を徹底するこ

と。 

昭和 62 年 7 月 8 日 
17 時 45 分 

(仙台地区) 
東北石油㈱ 

      仙台製油所 

集中合理化装置の常圧蒸留部門の定期点検中空気式熱交換器の 
ヘッダーカバーを取付け作業中，当該箇所から発火したもの。 
 当時空気式熱交換器内には窒素ガスは入っているはずが，可燃性 
ガスが誤って流入し火災を起こしたもの。 

可燃性ガスが流入し

た。 

点検，修理作業時の 
作業計画を従事者全

員に徹底すること。 

平成 4 年 1 月 7 日 
    22 時 37 分 

(仙台地区) 
仙台市ガス局 

       港 工 場 

22 時 37 分にガス漏れ警報装置が作動したため，係員がその確認 
作業を行いブタン加熱器のチャンネルフランジにガス漏れを確認 
し，23 時 20 分にその保温カバーを外したところ，突然発火したも 
の。 

ブタン加熱器の接合 
部の鋼製パッキンが 
破断，そこから漏れ 
たブタンガスに何ら 
かの火が引火したも

の。 

・定期点検の充実 
・可燃性ガス検知器 

の増設 
・防災に関する教育 
と訓練の徹底 

・ガス漏れ発生時の 
マニュアルの作成 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 7 年 11 月 7 日 
(仙台地区) 
東北石油㈱ 

      仙台製油所 

屋内貯蔵所(硫黄サイロ)から固形硫黄をベルトコンベアーで 
搬送し，桟橋に着岸中の船舶に荷役作業中に爆発が発生し，硫黄 
の出荷設備の一部が破損及び焼損した。 

ベルトコンベアーに付

属するシューター内 
の 硫 黄 粉 塵 に 着 火 
( 静 電 気 放 電 ) し ， 
爆発火災にいたった  
ものと推定。 

・粉塵濃度対策 
・静電気対策 
・被害拡大防止対策 
・予防規程の見直し 

平成 9 年 1 月 6 日 
15 時 13 分 

(仙台地区) 
東北石油㈱ 

      仙台製油所 

重油脱硫装置群の気液分離器と蒸留塔供給加熱炉を結ぶ配管の 
高圧スチームホースが外れ，高温・高圧の重油が漏洩し着火，蒸 
留系の設置・機器及び重油 9.5 ㎘が焼損したもの。 

気液分離器と蒸留塔 
供給加熱路を結ぶ配 
管に設置しているベ 
ントバルブの閉め忘

れ。 

・作業監督の徹底 
・作業内容の点検確 

認の強化 
・通報体制の見直し 

平成 12 年 7 月 2 日 
    14 時 12 分 

(仙台地区) 
東北石油㈱ 

      仙台製油所 

重油直接脱硫装置内の主蒸留塔塔底油抜き出しポンプの配管が 
亀裂し，高温の重油が自然発火したもの。 

ポンプのミニマムフ 
ロー配管の逆止弁に 
滞留した油が熱伝導 
により密閉状態の中 
で圧力が上昇し配管 
が亀裂したもの。 

・発生部位と同様の 
構造部分の改修 

・通報時間の短縮策 
・災害現場の自衛消 

防対応の確率 
・近隣地域住民への 

早期周知策 

平成 13 年 1 月 4 日 
      11 時 57 分 

(塩釜地区) 
昭和シェル石油㈱ 

      塩釜油槽所 

ローリー出荷一般取扱所において，積込作業中にローディング 
アームに結合されたドロップパイプが離脱し，ガソリン約 110ℓ 
が漏洩した。 

従業員の不注意 

・危険物貯蔵及び取 
扱基準の遵守 

・積み込み時の操作 
マニュアル遵守 
 

平成 14 年 6 月 4 日 
     11 時 30 分 

(塩釜地区) 
エクソンモービル㈲ 

      塩釜油槽所 

  屋外タンク貯蔵所の改造工事中に溶接の火花が隣接している緩 
衝緑地の下草に落下し，出荷したもの。 

火気使用時の養生 
シート不足及び監視 
人の未設置。 

・危険物施設内にお 
いて，火気を使用 
する場合の養生方 
法及び監視人の設 
置徹底 

平成 14 年 9 月 14 日 
10 時 28 分 

(仙台地区) 
東北スチール㈱ 

圧延の工程中粗圧延機で材料が噛詰止まりするトラブルが発生 
し，復旧作業のため，粗から仕上げまでの圧延機のモーターと冷 
却ファンのスイッチを切るも粗圧延機のモーターの電流が徐々に 
上がり，二次短絡盤抵抗器付近から出火したもの。 

粗圧延機動力電源を 
制御している DC110 
V が 何 ら か の 原 因 
で切れ，二次抵抗が 
前段入った状態で電 
流を流し続け，抵抗 
片が発熱し，ケーブ 
ル被覆に着火したと 
推定した。 

・圧延機の制御電源 
が切れた時のメイ 
ンコンダクタ強制 
解法回路の新設 

・ケーブルの延焼防 
止対策(延焼防止 
板等の設置) 

・定期的な巡回の強 
化 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 15 年 3 月 28 日 
6 時 30 分 

(塩釜地区) 
エクソンモービル㈲ 

      塩釜油槽所 

一般取扱所(ローリー充填)にてローリーの第 5 槽へ軽油 2 ㎘ 
を充填中，マンホールから溢れたもの。 

ドイバーが 2 ㎘ハッ 
チに軽油を積み込む

際，数量の最終確認 

を行わず，更に積み 

込み作業中の監視を 

怠ったため。 

・危険物取扱い作業 
時における安全対 
策マニュアルの強

化 
・所員等の安全管理 

に対する教育の徹

底 

平成 15 年 4 月 8 日 
9 時 35 分 

(仙台地区) 
東北ゴム㈱ 

屋外タンク貯蔵所より工場内にある少量危険物取扱所に至る配 
管のフランジの接続部分より，ダイアナプロセスオイル約 700ℓ 
漏えいしたもの。 

事故前日に若干の漏 
れを確認し，漏えい 
箇所のフランジ継手 
部ボルトの増締をし 
て漏れのないことを 
確認したが，経年劣 
化及び増締を繰返し 
行ったことからパッ 
キンが異常変形し， 
亀裂，破断に至った 
ものと推定した。 

・配管ルートの見直

し，フランジの締 
め過ぎ対策 

・フレキシブルジョ 
イント部にオイル

パンの設置 
・雨水配管の最終部 
分に油分離槽の設 
置 

平成 15 年 12 月 21 日 
      16時 05分 

(塩釜地区) 
コスモ石油㈱ 

      塩釜油槽所 

アスファルト貯蔵屋外タンク上部の受け入れ配管から出火し，同 
部分の保温材とアスファルトの一部が焼損したもの。 

受入れ配管の腐食孔 
から漏れ出したアス 
ファルトが保温材の 
ロックウールに付着

し，熱媒管の 190℃ 
前後の熱により加熱 
されて一層酸化蓄熱 
が進み，付着したア 
スファルトが発火し 
たものと推定。 

・腐食しにくい材質 
の配管使用 

・点検口等の設置 
・配管を定期的に交 

換する 

平成 16 年 4 月 18 日 
13 時 19 分 

(仙台地区) 
新日本石油精製㈱ 
仙台製油所 

一般取扱所(第４桟橋)において，船舶にＡ重油を荷積中，船舶 
の第２タンクのハッチから 140ℓ漏えいし，内 10ℓが海上に漏え 
いしたもの。 

船舶の第２タンクへ 
の 送 油 作 業 を 完 了 
し，次の第４タンク 
への送油作業開始時 
に第２タンクのバル 
ブを閉め忘れたた 
め。 

・入港する内航船舶 
への安全管理の強化

の依頼。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 16 年 10 月 16 日 
12時 34分 

(仙台地区) 
新日本石油精製㈱ 
仙台製油所 

製造所(重油間接脱硫装置群)内の減圧蒸留装置と加熱炉の循環 
配管から残査油(第３石油類相当)が漏えいし発火したもの。 

配管が高温硫化物腐 
食(硫黄分を含む高 
温油が流れる系統で 
見られる腐食現象) 
により薄くなり，内 
側からの圧力により 
貫孔した。この貫孔 
部から漏えいした油 
が自然発火したもの 
と推定。 

・類似箇所の点検及

び，点検手法を早 
期に異常を確認で

きる方法に見直

す。 
・新設備管理技術の 
強化充実 

平成 17 年 1 月 7 日 
17 時 05 分 

(塩釜地区) 
丸紅エネルギー㈱ 

アスファルトに受入荷役中にホースが破裂し，約 400ℓが海上と 
荷揚桟橋に漏えいしたもの。 

経年劣化による， 
ホースの破損と推 
定。 

・ホースの定期交換 

平成 17 年 6 月 13 日 
6 時 55 分 

(仙台地区) 
新日本石油精製㈱ 
仙台製油所 

製造所(重油直接脱硫装置群)内の硫黄回収装置(定期点検のた 
め運転停止操作中)の配管から出火し，配管の一部が焼損したも 
のである。 

硫黄回収装置の停止 
作業中に，排ガス受 
入槽内の金属フィル 
ターに付着した硫黄 
や硫化鉄が酸化発熱

し，配管内の排ガス 
が高温となり，配管 
と外装鉄板の隙間を 
埋めるシリコンシー 
リング材が，発火し 
たものと推定。 

・発生部位と同様の 
構造部分の改修 

・関連設備の対策強 
化 

・安全管理体制の充 
実強化 

平成 17 年 9 月 7 日 
14 時 30 分 

(仙台地区) 
東邦アセチレン㈱ 
仙台営業所 

オートガス充てん所において，車両(タクシー)に液化石油ガス 
を充てん後，作業員が，充てんホースを外す前に運転手の鍵を渡 
してしまい，運転手が充てんが終了したと思い車両を発進させた 
ため，ディスペンサーは変形，配管は破損し液化石油ガスが漏洩 
したもの。 

充てんホースを外す 
前に車両を発進させ 
たため。 

・ディスペンサーの 
修理 

・作業基準の改訂 
・作業基準の改訂に 

伴う保安教育の実

施 
・オートガス充てん 

所への作業基準の

掲示 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 17 年 12 月 26 日 
7 時 15 分 

(仙台地区) 
東北スチール㈱ 

 製鋼工場内，副原料投入装置のベルトコンベアー付近から出火 
し，ベルトコンベアー，カバー等が焼損したもの。 

製鋼工場内に設置し 
てある電気炉からの 
高温溶融飛来物によ

り，ベルトコンベ 
アーから出火したも 
のと推定。 

・ベルトコンベアー 
の完全保護(２重 
の保護カバー)及 
び難燃性ベルトへ 
の切替え 

・電気炉周辺の整理，

整頓 
・安全管理体制の強 

化及び安全管理対 
策の徹底 

・発災時における初 
動体制の徹底 

 

平成 18 年 1 月 13 日 
15時 35分 

(仙台地区) 
新日本石油精製㈱ 
仙台製油所 

敷地内東側にある空き地で，小型バックホウにより除草回収し 
 た枯草等を集積作業中，小型バックホウのマフラー付近で枯草に 
着火し，枯草及び小型バックホウ１台が焼損したもの。 

小型バックホウのマ 
フラーの熱により枯 
草に着火したものと 
推定。 

・安全対策及び安全 
作業の励行と徹 
底。 

平成 18 年 3 月 31 日 
10時 30分 

(仙台地区) 
新日本石油精製㈱ 
仙台製油所 

構内通行中のトラック(14 トン)が，移送取扱所の配管ドレン 
に接触し，配管を損傷させ，灯油約 300ℓが漏洩したもの。 

トラックが配管架台 
桁下の通行制度高さ 
を超えて通行したた

め。 

・配管架台桁下制限 
高さ 3.6m の「一の 
橋」東西両側に， 
通行制限バー及び 
看板設置 

・大型車両入構時の 
安全管理（入構門 
でのチェック体制

の強化等） 

平成 19 年 11 月 26 日 
10時 15分 

(仙台地区) 
新日本石油精製㈱ 
仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所(Ｔ－4，浮き屋根式，53,620 ㎘)の側 
 板 8 段目とタンク補強用の強め輪との溶接部分が開孔し，貯蔵し 
ていたガソリン約 12ℓが流出したもの。 

雨水が滞留した事に 
よる側板の腐食と推 
定 

定期点検時のウィン

ドガーダー及び強め

輪取り付け部分を全

周目視検査し，腐食等

の有無の確認を確 
実に行う。 

平成 19 年 11 月 29 日 
8 時 30 分 

(仙台地区) 
ＪＦＥ条鋼株式会社 
仙台製造所 

一般取扱所内のボイラー用サービスタンクから重油約 1,500ℓ 
がオーバーフローし，防油堤を超え中央排水分離槽外へ流出した 
もの。 

サービスタンクの油 
量制御装置のフロー 
トスイッチ周囲に固 
化した重油が付着 
し，装置が正常に作 
動しなかったもの。 

防 油堤 内に 新規 フ 
ロートスイッチを増

設 する と共 に各 フ 
ロートスイッチを毎

月点検する。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 20 年 11 月 7 日 
23 時 10 分 

(仙台地区) 
ＪＦＥ条鋼株式会社 
仙台製造所 

一般取扱所内の電気溶鉱炉で水蒸気爆発が発生し，爆風で建屋 
が損壊し，溶鉱の飛散により火災が発生したもの。 

送酸素設備(酸素ラ 
ンス)から噴射され 
た酸素が溶鉱を跳ね 
上げ，水冷配管を損 
傷させ炉内に漏水し 
たものと推定。 

① 送酸素設備動作の

機械制御化 
② 水冷配管の構造変

更 
③ 給水配管接続部の

接続方式の変更 
④ 給水配管・ＬＮＧ 

配管・酸素配管へ 
の緊急遮断弁の設

置 
⑤ 操作室の構造強化 
⑥ 酸素配管の電気炉

からの離隔 
⑦ 可燃物の置き場の

指定 

平成 21 年 6 月 15 日 
15 時 20 分 

(仙台地区) 
ＪＦＥ条鋼株式会社 
仙台製造所 

一般取扱所内の電気溶鋼炉に接続されているカーボンインジェクシ

ョンホースが焼損したもの。 

主原料スクラップを 
炉内に装入したこと 
により溶鋼のスプ 
ラッシュがカーボン 
ランス内に侵入し， 
カーボンランスに接 
続されているカーボ 
ンインジェクション 
ホースに着火したも 
のと推定。 

主原料スクラップを 
炉内に装入する際 
に，カーボンイン 
ジェクションホース 
にエアーを送り込み 
スプラッシュ等が 
ホース内に侵入しな 
い措置をとる。 

平成 22 年 4 月 30 日 
2 時 20 分 

(仙台地区) 
新日本石油精製㈱ 
仙台製油所 

指定可燃物アスファルトタンク（T-403）上部側板からアスファルト約

115kℓが流出したもの。 

側板に発生した外

面腐食からの流出

で，腐食原因として

は屋根手すり元の保

温雨仕舞いに雨水が

侵入し，湿性環境を

形成したものと推

定。 

・側板開口部の嵌板補修

及びトップアングルを

ウェザーシール構造に

設備改造する。 
・屋根板と側板双方に保

温が施行された類似タ

ンクの水平展開を実施

する。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 22 年 6 月 25 日 
20 時 45 分頃 

（塩釜地区） 
富士興産株式会社 
塩釜油槽所 

一般取扱所の熱媒油配管から熱媒油約 1,000ℓが流出したもの。 

設置から 40 年以

上が経過しており，

度重なる温度変化に

よって伸縮し，伸縮

応力が溶接部に加わ

り亀裂が入ったもの

と推定。 

・確実な点検実施により

不具合兆候の早期発見

に努める。 
・類似配管の老朽箇所の

計画的改修に努める。 

平成 22 年 7 月 3 日 
6 時 0 分 

(仙台地区) 
東北電力株式会社 
新仙台火力発電所 

2 号発電機用の押込通風機用油圧装置の補助ポンプの軸封部か 
ら，潤滑油約 600ℓが防油堤内に流出したもの。 

補助油ポンプは，平 
成22年5月に定期メ 
ンテナンスを実施し 
ており，当該ポンプ 
の点検修理後にオイ 
ルシールの位置がず 
れた状態で組み立て 
てしまったため，ポ 
ンプ軸とオイルシー 
ルの回転部に不均一 
な力が加わり，隙間 
ができたものと判断 
される。 

分解点検の手順につ 
いて，オイルシール 
着装時にポンプカ 
バーとの隙間を確認 
する項目を追加し， 
オイルシールを適正 
な位置に取り付け 

る。 

平成 23 年 3 月 11 日 

東日本大震災による地震及

び津波により，両地区の事業所

に甚大な被害（火災，流出，破

損等）が発生したもの。 
（仙台地区） 
 6 事業所  計 111 件 
（塩釜地区） 
 5 事業所  計 22 件   
両地区合計  133 件 

主な災害概要 
【火災】 
 陸上出荷設備から出火し，コンビナートの半径 2km 圏内が立入禁止区

域となり，近隣住民に避難指示が発令される等，消防機関への通報から

鎮火まで約四日間を要した県内石油コンビナート火災最大規模の火災が

発生したもの。 
【流出】 
① タンク付属配管が破裂，ガソリン約 1,200kℓ及び重油 1,400kℓが防油

堤内に流出したもの。 
② 2 つのタンクエリアの配管が破損し，重油がそれぞれ約 300kℓ，

3,900kℓが流出して，施設内全域に火災警戒区域を設定したもの。  
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 24 年 8 月 19 日 
22 時 35 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

第 2 ガスタービン複合発電装置の 3 号ガスタービン発電機建屋内で振

動による一部配管の破損（疲労破壊）が生じ，潤滑油が噴霧状に流出し，

高熱配管等の音頭上昇に伴い引火点に達し，火災が発生したもの。 
なお，火災による焼失物等はなし。 

配管内流速により

生じた静電気による

ものと推定。 

・振動対策として配管に

サポートを設置する。 
・制御油がタービン高温

部に達しないよう悲惨

防止カバーを設置する。 
・類似機器等の振動計測

等を実施する。 

平成 24 年 11 月 15 日 
8 時 10 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（T-216）付近の LCO 配管から重油約 25ℓ流出

したもの。 
※LCO 配管＝タンク内洗浄時の油を回収する配管） 

保温板金内部の湿

潤状態による配管が

腐食したものと推

定。 

・配管及び保温材を変更

する。 
・漏えいが認められた

LCO 配管全長の保温を

解体し，検査及び補修す

る。 
・その他の保温配管（約

50ｋｍ）の点検を実施

する。 

平成 24 年 11 月 22 日 
14 時 20 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

重油脱硫装置群で整備工事中にバルブ本体と弁座との隙間に挟まって

いたスラッジが剥がれ，重油約 65kℓが流出したもの。 

 危険予知の不足に

伴う工事管理不備に

よるものと断定。 

・バルブ中漏れ量増加の

可能性，運転部門による

常時立会い条件等を整

理し，工事引渡し手順書

に記載する。 
・ルール（製油所工事実

施手続要領）の再教育と

周知の徹底を行う。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 25 年 4 月 25 日 
22 時 40 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（T-207）の付属配管からスロップオイル（含油

排水）約 18.6kℓが流出したもの。 

スロップ油中に含

まれる硫化水素，塩

素等を含む水分の滞

留により，配管底部

の内面腐食が進行し

たものと推定。 

・配管の強化更新 
・検査範囲の端部（フラ

ンジ等）が保温内部に隠

れている場合の追加解

体等について検査関係

者に周知徹底する。 
・流出が認められたスロ

ップ配管の形状不連続

部の保温を解体し確認

した。 

平成 25 年 6 月 9 日 
10 時 00 分頃 

（塩釜地区） 
出光興産株式会社 
塩釜油槽所 

  屋外タンク貯蔵所（№3003）のポンプヤード内のポンプケーシング

部が破損し，重油約 30ℓが流出したもの。 

液封対策不足によ

り，気温上昇に伴い

配管圧力が上昇し，

ポンプのケーシング

部分が破損したもの

断定。 

作業手順の改正等 

平成 25 年 9 月 15 日 
14 時 03 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

 第 4 桟橋上のバラスト配管の内面腐食により開孔し，廃油（含油水）

約 500ℓが流出したもの。 

船舶バラスト水中

に含まれる海水由来

の塩分とスラッジが

配管底部に滞留し，

内面腐食が進行した

ものと推定。 

・バラスト配管の肉厚余

寿命評価の見直しをす

る。 
・類似施設である第 2，
第 3 桟橋の点検等を実

施し，必要に応じて補修

を行う。 

平成 25 年 9 月 28 日 
15 時 41 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

 第 1 電気室内変電設備の一部低圧電源ユニット（低圧コントロールセ

ンタ）の点検作業中，ブレーカー一時配線にてサージ電流（短絡アーク）

により火災が発生し，作業員 1 名が負傷したもの。 

 ユニット内で導電

性物質の微細な振動

等により配線端子部

で接触し，短絡した

ものと推定。 

・当該電気室の徹底清掃

の実施。 
・異物等が端子部への接

触防止のためコントロ

ールセンタ内全てに保

護カバーを設置する等。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 26 年 2 月 5 日 
9 時 03 分 

（仙台地区） 
JFE 条鋼株式会社 
仙台製造所 

 稼働中の製鋼工場（電気炉ヤード）内の電気炉底部に約 30cm の穴が

開き，炉内溶融物（鉄類）約 100ｔが漏出，下階の電気配線類に付着し，

火災に至ったもの。 

電気炉底部の耐火

煉瓦の使用劣化によ

り煉瓦が浮上したた

め，溶鋼が差し込み

炉殻鉄皮を溶存した

ものと推定。 

・耐火煉瓦の残寸の測定

頻度の強化 
・測定方法の確立 
・日常点検表に「炉底赤

熱有無確認」の追記 
・電気炉設備の改善（炉

体鉄皮温度監視強化，ケ

ーブル延焼対策の検討） 

平成 26 年 6 月 22 日 
8 時 05 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

屋外タンク貯蔵所（T-118）払い出し配管の中仕切り堤埋設部から重油

約 372ℓが流出したもの。 

防水材及び保温外

装の劣化により，薄

いが侵入し，経年劣

化による外面腐食が

発生したものと推

定。 

・当該中仕切り堤貫通部

配管を撤去した。 
・事業所内全ての中仕切

り堤貫通部配管の検査

を実施する。 

平成 26 年 8 月 28 日 
16 時 23 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

 特定屋外タンク貯蔵所（T-4）内部で補修作業中にグラインダーの火花

が，タンク内で防炎シートにより保護して仮置きしていたウレタンシー

ル材に引火して火災となり，作業員 1 名が負傷（煙吸引）したもの。 

 工事施行者による

可燃物の管理不足等

によるものと断定。 

事業所の予防規程及

び火気管理要領に工事

中における可燃物の除

去等について明記し，周

知徹底する。 

平成 27 年 1 月 10 日 
14 時 45 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

 構内（B-3）緑地帯の芝生が焼損したもの。 

 №1 フレアースタ

ックの筒先に生成し

たカーボン等が強風

により飛散し，着火

源となったものと推

定。 

 事業所内の周知徹底。 

平成 27 年 1 月 15 日 
11 時 30 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

品質管理事務所試験室内で常圧蒸留装置塔底油の分析試験中に火災が

発生したもの。 

試料を入れたフラ

スコを予熱した際，

試験機圧力が上昇

し，フラスコ上部か

ら油が漏れ，加熱コ

イルに接触，着火し

たものと推定。 

当該試験に係る手順

書の見直しを図る。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 27 年 2 月 24 日 
18 時 53 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

構内（C-3）緑地帯の芝生が約 53 ㎡焼損したもの。 

 №1 フレアースタ

ックの筒先に生成し

たカーボン等が強風

により飛散し，着火

源となったものと推

定。 

・監視強化（パトロール，

カメラ監視）の徹底を図

る。 
・フレアースタックの清

掃，バーナートスチーム

ノズル詰まり変形等確

認 

平成 27 年 5 月 8 日 
1 時 30 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

製造所の残油流動接触分解装置の精留塔戻り配管のバイパスバルブか

ら重油約 48ℓが流出したもの。 

 触媒混じりの重油

がバルブ微小開度に

より著しく高流速状

態になり，摩擦減肉

し開孔したもの。 

バイパスバルブの材

質を低合金（５クロム）

に替える等の対応を行

う。 

平成 27 年 6 月 24 日 
18 時 35 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

第一桟橋においてタンカーから荷卸し中，ローディングアームのパッ

キンにさび等が入り込み＃40 スイベルジョイント部分からガソリン約 3
㏄が海上へ流出したもの。 

配管の錆等がスイ

ベルジョイントの接

合部のパッキンに入

り，漏えいしたもの

と推定。 

パッキンの交換を実

施し，類似施設の点検を

行う。 

平成 27 年 7 月 27 日 
23 時 00 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

製造所内の送油管のドレンバルブ付近の溶接止端部に割れが発生し原

油約 15ℓが流出したもの。 

溶接線が，脚長不

足気味で応力が集中

しやすい構造で，振

動が脚長不足に影響

を与え割れが発生し

たものと推定。 

ドレン配管と本管と

の接続方法を溶接箇所

の少ない，かつ振動に対

しても強いものに交換

し対策を図る。 

平成 27 年 9 月 15 日 
16 時 49 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

装置の清掃作業中，付着していた酸化鉄スケールの小片が酸化発熱し，

半切り缶表面に浮いていたガソリン成分に引火したもの。 

払い落とした硫化

鉄が粉末状となって

自然発火したものと

断定。 

 清掃及び点検マニュ

アル等の施工手順を再

度確認し，対策を図る。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 27 年 10 月 22 日 
16 時 49 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（T-223）受入れ配管の可とう管のボルトが緩み，

重油約 30ℓが流出したもの。 

保温材によるトレ

ースの熱影響によ

り，ボルトナットが

緩んだものと推定。 

保温材を取り外し，か

つ，締め付けナットをシ

ングルナットからダブ

ルナットへ変更する。ま

た，保温部の雨カバー

化，通油後の振動測定を

行う。 

平成 27 年 11 月 25 日 
15 時 05 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

バキュームローリー車により特定屋外タンク貯蔵所へ重油を移送する

際に，当該車両の吐出口から重油約 100ℓが流出したもの。 

作業員が吐出口の

バルブが解放されて

いることに気付か

ず，吐出口のキャッ

プを外したものと断

定。 

・所員全員に当該事故事

例及び問題点の周知 
・作業従事者の「危険物

取扱者免状」使用車両の

「完成検査済証」事前確

認 
・バルブへの開閉札取付

け 
・作業手順書の事前提

出，事前工事打ち合わせ

での再確認と保安監督

者による議事録確認 

平成 27 年 12 月 07 日 
10 時 20 分頃 

（塩釜地区） 
出光興産株式会社 
塩釜油槽所 

タンカー船から特定屋外タンク貯蔵所にガソリンと軽油を同時揚荷役

する作業の過程において，配管内で荷役中の軽油とガソリンが混油した

もの。 

タンカー作業員が

誤って共通配管のバ

ルブを開放したもの

と断定。 

作業内容の確認を徹

底する。 

平成 27 年 12 月 22 日 
14 時 32 分頃 

（仙台地区） 
JX 日鉱日石エネルギー㈱ 
仙台製油所 

タンカー荷揚げ作業中，防油堤内の移送配管のバルブ(パッキン部)から

防油堤内に原油約 900ℓが流出した。 

バルブのグランド

部パッキンの不具合

と推定。 

・監視体制の強化 
・バルブのメンテナンス

頻度の明確化 
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平成 28 年 1 月 27 日 
5 時 30 分頃 

（仙台地区） 
JX エネルギー㈱仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（T-6）原油揚げ配管滞油抜き作業に使用してい

た仮設ダイヤフラムポンプのパッキン不良により原油約 20ℓが流出した。 

仮設ポンプのダイ

ヤフラムの亀裂と断

定。 

・点検体制の徹底と不良

個所の交換を実施 
・仮設ポンプ使用時の常

時監視人の配置，協力会

社への整備状況管理 

平成 28 年 4 月 10 日 
10 時 00 分頃 

（仙台地区） 
JX エネルギー㈱仙台製油所 

製造所（残油流動接触分解装置群）内の第 2 ガソリン分留装置熱交換

器出口配管から，LPG・ガソリンの混合物約 300ℓが流出したもの。 

塩化物イオンによ

り，配管の内面腐食

が発生し開口したも

のと推定。また，間

接的原因は水平部の

検査未実施。 

蒸留塔の塔低温度を

低下させ，（145℃以下）

塩化水素の発生を抑制。

また，塩化物イオンの中

和剤，防食被膜剤等の注

入を行い，腐食を緩和さ

せる。 

平成 28 年 4 月 25 日 
4 時 38 分頃 

（仙台地区） 
JX エネルギー㈱仙台製油所 

一般取扱所（ﾛｰﾘｰ出荷設備）のＡ重油配管ｽﾄﾚｰﾅｰﾌﾗﾝｼﾞ接合部分よりＡ

重油 50ℓが流出したもの。 

 ストレーナー上部

フランジガスケット

の破損と断定。 

点検体制の徹底と不

良個所の交換を実施す

る。 

平成 28 年 5 月 1 日 
10 時 45 分頃 

（仙台地区） 
JX エネルギー㈱仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（T-11）ヒーティングコイル出口ストラップよ

り原油 2400ℓが流出したもの。 

ヒーティングコイ

ルが腐食したことに

より貫孔等が発生し

たものと断定。 

点検体制の徹底と不

良個所の交換を実施す

る。 

平成 28 年 5 月 8 日 
6 時 40 分頃 

（仙台地区） 
JFE 条鋼(株)仙台製造所 

電気炉本体を傾斜させたところ，電気炉側面付近に穴が開き溶鋼が約

100ｔ漏れ出し，電気配線等を焼損したもの。 

煉瓦抜け出し防止

の施工不良による積

煉瓦目地溶損による

溶鋼流出と推定。 

・作業手順の見直し 
・監視体制の強化 
・周辺機器への延焼防止

対策 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 28 年 11 月 21 日 
10 時 45 分頃 

（仙台地区） 
JX エネルギー㈱仙台製油所 

高圧ガスタンク（T−604）配管のベントノズルからＬＰＧ（ブタン）

が流出したもの。 

結露が発生し，配

管が腐食したものと

推定。 

点検及び巡視の強化

を図る。 

平成 29 年 3 月 13 日 
15 時 35 分頃 

（塩釜地区） 
東燃ゼネラル石油㈱ 
塩釜油槽所 

タンカー船から特定屋外タンク貯蔵所にガソリンと軽油を同時揚荷役

する作業の過程において，配管内で荷役中の軽油とガソリンが混油した

もの。 

タンカー作業員が

誤って共通配管のバ

ルブを開放したもの

と断定。 

作業内容の確認を徹

底する。 

平成 29 年 4 月 4 日 
6 時 10 分頃 

（塩釜地区） 
カメイ㈱塩釜貞山油槽所 

 事業所，一般取扱所内で移動タンク貯蔵所への荷積作業完了後，発

車準備の際サイドブレーキが有効に作動していることを確認せずに車輪

止めをはずしたところ，移動タンク貯蔵所が斜面に沿って後退し施設に

衝突したもの。 

 誤操作によるもの

と断定。 

・サイドブレーキを指差

し呼称で確認する。 
・荷積作業基準の遵守徹

底を図る。 

平成 29 年 5 月 28 日 
13 時 24 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（T-216）払い出し配管中仕切り堤貫通部配管か

ら重油が約 130ℓ流出したもの。 

東日本大震災の津

波水没時，保温材内

部へ海水が浸入した

際の塩分残留と断

定。 

・検査の精度向上及び腐

食状況の管理徹底。 
・施設の改善検討。 

平成 29 年 6 月 20 日 
17 時 40 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

重油直接脱硫装置の熱交換器付近の配管からＬＰＧ（プロパン）が約

60ℓ流出したもの。 

東日本大震災の津

波水没時，保温材内

部へ海水が浸入した

際の塩分残留と推

定。 

漏洩した配管の取替

えを行う。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 29 年 8 月 24 日 
7 時 55 分頃 

（仙台地区） 
JFE スチール㈱ 
棒線事業部仙台製造所 

電気炉内側の冷却パネルが破損し漏水が発生，漏れた水が溶鋼表面に

滞留し，原料（スクラップ）の投入により溶鋼と一気に接触し水蒸気爆

発が発生したもの。 
維持管理不十分 

・冷却水パネルの強度を

上げる。 
・漏水を早期に発見する

ため排ガス水分分析計

の導入。 

平成 29 年 9 月 20 日 
9 時 30 分頃 

（仙台地区） 
JFE スチール㈱ 
棒線事業部仙台製造所 

電気炉内部を点検するための注水冷却作業中に，炉の側壁に付着して

いたスラグが落下したため，溜まっていた水が残っていた高温溶鋼に接

触し水蒸気爆発が発生。作業員２名が負傷（気道熱傷）したもの。 
操作確認不十分 

・安全管理体制の強化及

び対策の徹底。 
・電気炉内冷却作業の作

業基準を改定。 

平成 29 年 10 月 13 日 
9 時 56 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（Ｔ－６）附属配管から廃油が防油堤内に約

1,300ℓ流出したもの。 

高濃度塩化物イオ

ンの滞留による配管

内面腐食 

・腐食因子となる塩化物

イオン持ち込み経路の

確認。 
・点検周期の見直しと腐

食状況の管理徹底。 

平成 29 年 10 月 20 日 
22 時 05 分頃 

（仙台地区） 
JFE スチール㈱ 
棒線事業部仙台製造所 

副原料ベルトコンベア（ＢＣ）部分から出火し，ＢＣ３系統及び附属

ケーブル等を焼損したもの。 

ＢＣの不転ロール

とベルト間と摩擦熱

により出火したも

の。 

・監視の強化。 
・部品の早期交換。 
・運転管理見直し及び事

故防止対策追加等の予

防規程の見直し。 

平成 29 年 12 月 15 日 
9 時 05 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（Ｔ－２１６）附属配管から重油が防油堤内外

に約 400ℓ流出したもの。 

東日本大震災の津

波水没時，保温材内

部へ海水が浸入した

際の塩分残留と断

定。 

・管理手法の精度向上。 
・腐食状況の管理徹底。 
・施設の改善。 
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発 生 日 時 発 生 場 所 災 害 等 の 概 要  事 故 原 因 対 策 等 

平成 30 年 1 月 25 日 
12 時 25 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

製造所内の常圧蒸留装置トップリフラックス配管から，ガス状のガソ

リン留分が噴出したもの。 

行き止まり形状の

配管内の水分が，寒

さにより凍結し膨張

による内圧で配管に

亀裂が入ったもの。 

水分の滞留が確認さ

れる箇所には，凍結防止

対策リストに反映させ，

冬季前にドレン弁の開

放等による凍結防止を

図る。 

平成 30 年 5 月 9 日 
10 時 30 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

高圧ガス施設（LPG 貯蔵タンク）付属配管から LPG が噴出したもの。 

サポート接触部の

保冷外装，および保

冷シール部の経年劣

化と推定。 

配管の材質変更。 

平成 30 年 8 月 1 日 
17 時 55 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

残油流動接触分解装置群 VRU-TW-01 のスタンドパイプ付近の高圧ガ

ス配管から硫化水素を含む液化石油ガスが流出したもの。 

内面腐食によって

配管の減肉が生じ開

孔したものと推定。 
管理の強化を図る。 

平成 30 年 9 月 21 日 
12 時 27 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

製造所（残油流動接触分解装置群）のアルキレーション装置リアクタ

ー（ＡＬ－ＲＸ－０１Ａ）の，液面計と液面計上部のアングル弁との接

続ノズルが折損し，ＬＰＧ・ガソリンの混合物が流出したもの。 

配管経路からの水

分混入により，希硫

酸が生成したことで

内面に酸腐食が発生

したものと推定。 

管理の強化を図る。 

平成 30 年 10 月 2 日 
14 時 20 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

製造所（重油直接脱硫装置群）の主蒸留塔（ＴＷ－０２）塔頂の安全

弁行き配管の側面に開孔（50×55 ㎜）及びその近傍に２箇所の穿孔(φ
13 ㎜，3×8 ㎜）が開き，開孔部からガソリンが約１リットル漏えいした

もの。 

配管内で水分が凝

縮し，湿潤硫化物や

塩化物により内面腐

食が進行したものと

推定。 

定期的な全面検査と，

配管内部の清掃を実施

する。 

平成 31 年 2 月 27 日 
10 時 20 分頃 

（仙台地区） 
JXTG エネルギー㈱ 
仙台製油所 

製造所内の屋外タンク貯蔵所（Ｂ－４地区、Ｔ－１０３）に付属する

移送配管から灯油４リットルが漏洩したもの。 

行き止まり（滞留

部）となった配管内

に塩素イオンが滞油

したことにより，内

面腐食が発生 

検査結果から点検周

期を見直し、腐食状況の

管理を徹底する。 
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令和 2 年 2 月 1 日 
14 時 00 分頃 

 
 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

定期開放に伴い、側板上部ウインドガーダーの当て板補修工事を実施

していたところ、溶断作業で発生した火花が落下し、防油堤内の枯草

20.75 平方メートルが焼損したもの。 

溶断作業に伴う養

生が不足しており、

溶断作業で発生した

火花が落下し，防油

堤内の枯草が焼損し

た。 

火気使用工事における

養生不備への対策，可燃

物に対する配慮不足へ

の対策及び通報事案の

認識不足への対応とし

て、再教育を実施 

令和 2 年 3 月 6 日 
 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

重油直接脱硫装置のフィルタードフィードポンプ（RDS-PU-02B）の

メカニカルシールから、フラッシングオイル（軽油）６リットルが流出

したもの。 

メカニカルシールの

ベローズが割れたこ

とによりフラッシン

グオイル（軽油）が

流出した。 

ベローズの破損原因に

ついては、ポンプを分解

点検し、原因究明する。 

令和 2 年 7 月 28 日 
13 時 31 分頃 

 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

重油直接脱硫装置群において、水素製造装置のリフォーマー加熱炉出

口ヘアピンチューブから、水素を含む高温の可燃性ガスが漏洩し引火も

しくは自然発火したもの。 

東日本大震災にお

ける浸水影響によ

り、溶融塩腐食によ

り健全部の肉厚が減

少したため、内圧ま

たは熱応力による割

れが発生した。 

再発防止として、加熱炉

出口ヘアピンチューブ

について以下の対応を

実施し、腐食原因である

塩化ナトリウム等の海

水由来の塩の除去を実

施する。 

令和 3 年 2 月 3 日 
2 時 49 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

特定特定屋外タンク貯蔵所（T-1）の原油受入れ配管のエキスパンショ

ン部から原油 20ℓが漏洩したもの。 

堆積した原油に含

まれる塩分により穿

孔が発生 

・水平展開（気密試験）

実施 
・受入配管と払出配管で

使用しているフレキを

交換 
※配管素材を変更し耐

塩性を向上 

令和 3 年 2 月 13 日 
23 時 8 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

地震動により，集中合理化装置群の配管が破損し，灯油が約 10ℓ 漏洩

したもの。 

配管サポート部分

が腐食減肉してお

り，地震によりサポ

ート固定部に応力が

発生し一部破損し

た。 

・地震後の点検強化 
・配管の取替 

令和 3 年 2 月 13 日 
23 時 8 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

地震動により，特定屋外タンク貯蔵所（T-207，T-15 他）の浮き屋根

タンクの屋根部分に貯蔵油が約 100ℓ溢流し、一部がルーフドレンから流

出したもの。 
また，一部の屋外タンクでローリングラダーが脱輪した。 

地震による浮き屋

根の揺動 
・地震後の点検強化 
・ローリングラダーの脱
輪防止板の設置 
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令和 3 年 3 月 20 日 
18 時 9 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

地震動により，特定屋外タンク貯蔵所（T-207，T-17 他）の屋根上に

貯蔵油が溢流（また，センターポンツーン内部の上板部分の油滲みを確

認）したもの。 

地震による浮き屋

根の揺動 

・地震後の点検強化 
・ポンツーン内部の気密

試験実施 
・金属パテ及びエラスト

マー塗布 

令和 3 年 5 月 1 日 
9 時 20 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

軽油脱硫装置の加熱炉内のパイロットバーナーが，空気吸い込み口か

ら逆火し，周辺のケーブル等が焼損したもの。 

不明（パイロット

バーナーの先端の目

詰まりにより、逆火

に至ったものと推

定） 

・当該パイロットバーナ

ーの補修を実施，併せて

他の装置のパイロット

バーナーの点検清掃 

令和 3 年 5 月 17 日 
9 時 10 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

硫黄出荷設備の陸上出荷ポンプ出口フランジのガスケット交換時に硫

黄２６．６トンが漏洩したもの。 
作業員５名が救急搬送，うち３名が負傷（２名処置なし）した。 

操作確認不十分 
・社内教育の再徹底 
・環境設定計画に関する

手順の見直しを明記 

令和 3 年 7 月 30 日 
15 時 0 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

残油流動接触分解装置群のアルキレーション装置の出口配管フランジ

からＬＰＧ９．３ℓが漏洩したもの。 

解放点検後の復旧

時における施工管理

不良 

フランジ復旧時のフ

ランジ面の測定時，異物

やにより片締めの確認

を徹底する。 

令和 3 年 8 月 11 日 
11 時 8 分頃 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

特定屋外タンク貯蔵所（T-11）の水抜き用ドレンバルブから原油 40kl
が漏洩したもの。 

点検実施後に復旧

する際，バルブ閉鎖

の確認が不十分だっ

たもの。 

・予防規程に基づく保安

教育訓練の実施 
・作業手順の再確認及び

作業前の施設点検の徹

底 

令和 4 年 2 月 19 日 

9 時 35 分 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

タンク車出荷設備でタンク車（容量 61kl）にガソリンを積み終え,ロー

ディングアーム（積込のための可動配管）を収納する際に，ハッチ付近

から出火したもの。 

ローディングアー

ムとハッチが接触

し，火花が可燃性ガ

スに引火したものと

推察 

・原因の究明と再発防止

策の策定及び徹底 

令和 4 年 3 月 17 日 

8 時 29 分 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

地震によりＴ－１２３重油タンク（容量 980kl）が座屈し重油 1.3kl

が漏洩したもの。 

地震による浮き屋

根の揺動 ・地震後の点検強化 

令和 4 年 3 月 17 日 

8 時 29 分 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

地震によりＴ－１，３，６，１１～１６，１０３，１２９，２２４タ

ンクの浮き屋根外周部から漏洩し，Ｔ－１４タンクのローリングラダー

が脱輪したもの。 

地震による浮き屋

根の揺動 

・地震後の点検強化 
・ローリングラダーの脱

輪防止板の設置 

令和 4 年 5 月 8 日 

6 時 23 分 

（仙台地区） 
ENEOS㈱仙台製油所 

重油直接脱硫装置群の第２硫黄回収装置から硫黄２９５．２ｌℓが漏洩

した。 

配管に詰まりが生

じたために漏洩 
・原因の究明と再発防止

策の策定及び徹底 
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令和 4 年 5 月 9 日

14 時 26 分

（仙台地区）

ENEOS㈱仙台製油所 
一般取扱所（第 4 桟橋）の配管から A 重油が，陸上へ 6.35ℓ，会場へ

0.045ℓ漏洩した。 

配管が腐食したこ

とにより穿孔が生じ

た。

・点検方法等の見直し及

び再発防災対策の策定

及び徹底

令和 4 年 6 月 3 日

23 時 46 分

（仙台地区）

ENEOS㈱仙台製油所 
Ｔ－４０１屋外貯蔵タンクのボトムノズルと配管の継ぎ手（フランジ）

からアスファルトが３３．０ℓ漏洩した。 

配管内でアスファ

ルトが膨張したこと

により，フランジを

圧迫した（推定）。

・事故原因の究明と再発

防止策の策定及び徹底

令和 4 年 7 月 6 日

22 時 15 分

（仙台地区）

ENEOS㈱仙台製油所 
減圧軽油脱硫装置の配管のフランジ部分から混合ガス（水素，軽油，

硫化水素，薬品）が漏洩。漏洩量は推計値で気体 28㎏，液体 39㎏。 

配管のフランジの

隅肉溶接線に亀裂が

生じた。

・再発防止対策の策定及

び徹底。

令和 4 年 10 月 6 日

4 時 40 分

（仙台地区）

ENEOS㈱仙台製油所 
重油直接脱硫装置群の第２硫黄回収装置から硫黄１０ℓが漏洩したも

の。 

配管に詰まりが生

じたために漏洩

・再発防止対策策定及び

徹底
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